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「野生生物と社会」学会は「野生生物と人との多様な関係性を対象とする幅広い学問分野

のプラットフォームとなり、野生生物と人との問題解決のため、成果を社会に還元すること」
（会則第 2 条）を目的としてきました。この目的を達成するために、第 9 期執行部はこれ
までの学会活動における成果と、現時点での学会内外を取り巻く状況を踏まえて、以下のよ
うに任期中のアジェンダ（運営方針）を設定し、理事会と議論しながら具体的なアクション
として学会財政改革、大会改革、学術誌およびフォーラム誌の改革、各部会活動等の活性化
に取り組みます。この構想が理事会および会員にも共有され、学会の発展と目的の達成に繋
がるよう努力します。 

 
アジェンダ 
■「野生生物と社会」の適正な技術と社会実装をデザインする■ 
keyword：シビアコンディション、当事者目線、オープンイノベーション、知のプラットフ
ォーム 
 
1. 「野生生物と社会」学会を取り巻く制度・社会経済・学術の変化 
 「野生生物と社会」学会と学会名を改称する前から、2005 年の金沢大会における「知の
プラットフォーム」というビジョンが掲げられ、今年で 18年となります。また、本学会で
は 2010年に 2020年を見据えた「将来構想」を策定しています。2016 年には、過去 5年を
振り返り、「第 2 期将来構想」として改めて課題と方針を整理しています。それらからもそ
れぞれ 13年、7 年が経過しようとしています。 
この間、制度的な変化だけを見ても、鳥獣被害防止特措法（2007）、生物多様性基本法

（2008）、愛知目標（2010）、鳥獣保護管理法（2014）、国連 SDGs（2015）、パリ協定（2015）、
地域循環共生圏（2018）、新漁業法（2018）、日本政府カーボンニュートラル宣言（2021）、
みどりの食料システム戦略（2021）、昆明・モントリオール生物多様性枠組（2022）、生物
多様性国家戦略 2023-2030（2023）など、大きな変化がいくつもありました。特に、2015
年以降に本格化した ESG 投資をはじめとする金融や企業会計のルールの変更は、これまで
あまり環境の世界となじみが無かったマネーの大きな力が関与しだしたことを意味します。 
一方、日本社会では少子高齢化や都市部を含めた地方の人口流出など「人口減少社会」は

一層進展し、土地利用のも今後本格的に変化することが予想されます。最新の人口推計では、
2040年には総人口は 2020年比で 11%減、生産年齢人口は 17％減、2070 年には総人口 31%
減（1950 年代初めと同じ水準）、生産年齢人口は 40％減とされています。日本社会は有史
以来ここまでの激しい人口の減少局面と地理的偏在に遭遇したことがありません。そのゆ
がみとして、各所で専門的人材の需要はあるものの、地方（特に農村部）では「働き方」を



含めて十分な仕事として成立しづらい状況も少なくありません。環境保全だけでなく、医療
や保育、教育、介護などでは、すでに人材確保も難しくなっています。 
また、円の実質実効為替レートが 1970 年代並みの水準になるなど日本の経済的な地位の

低下も顕在化してきました。国の財政を含めて民間投資、公的支出ともに今後より厳しい状
況になることが予想されます。社会的なイシューは数多く、そのなかで特定の学術領域によ
るイシューだけを優先させることは難しいでしょう。 
学術の世界も全体として変化が起きています。文科省『学校基本調査』によれば日本の博

士課程入学者は 2003年をピークに減少が続いており、2021 年では 14,629人（2003年比 2
割減）、社会人学生は相対的に比率を増しているものの、実数では 2018年をピークに 2021
年では 6100人まで減少しています。分野別にみると 2003 年比で農学は 40％減、理学 35％
減、工学 25％減、社会科学 65％減、人文科学 50％減となっています。 
学会（学術協力団体）のデータを 2007 年と 2019年に比較したもの（埴淵・川口 ,2020, 

「日本における学術研究団体（学会）の現状」『E-journal GEO』15-1:137-155.）では、200
人以上 2000人未満の規模の学会は会員数を減らしている傾向にあり、とりわけ 200人以上
500 人未満の規模の学会の個人会員の減少率は 8％を超えています。分野別にみると、環境
学系の学会では、93.3%の学会が会員を減らしており、個人会員の減少率（30.1％）も他の
学術領域と比べて最も厳しい状況です。 
このように「野生生物と社会」学会の経営環境は変化も激しく、決して楽観できません。 

 
2. 「野生生物と社会」学会の領域の特質 
 社会に還元すべき野生生物と人間社会との問題解決の具体的な内容は多岐にわたります
が、そもそも「野生生物と社会」学会がターゲットとする領域の特質として、個別の経済的
規模は小さいが社会生活において切実な需要が多いこと、地理的に現場が拡散しているこ
と、そして個別の問題解決のゴールも多様にあり得ることが挙げられます。 
日本政府の「生物多様性の保全及び持続可能な利用」の経費は 2022 年で 1591 億円（環

境保全経費全体の9.8％）、鳥獣被害防止総合対策の経費は 130億円程度でほぼ横ばいです。
野生生物は公共財でもあるため公的支出の存在感が大きいことを踏まえても、経済的観点
から見た「業界」は決して大きくありません（例えば、農業農村整備の国の予算はピーク時
の半分以下ですが 2022 年で 5000 億円規模です）。 
しかし、中山間地域における鳥獣害や資源管理などが典型例ですが、個別の経済規模は小

さくとも、当事者の社会生活にとって切実な問題が数多くあります。また、野生生物と社会
の問題が集中しやすい中山間地域が国土の 7 割を占め、自然災害や鳥獣被害が、いよいよ
都市域でも顕在化していることを踏まえれば、野生生物と社会の問題の現場は地理的にあ
まねく場所へと拡散しています。 
そして、現場が地理的に拡散するということは、その現場一つ一つが置かれている自然環

境の条件も社会的な条件もそれぞれ多様で異なっていることを意味します。時間経過に伴



う変動も踏まえると、その多様性は極めて高いと言えるでしょう。 
また、現場ごとや当事者ごと、そして時代ごとにも「問題解決」とされる具体的なゴール

は異なります。特に生命や健康に直接かかわらない点に関しては、何をもって問題解決とす
るのかは自明ではありません。野生生物と社会の間には恵みも禍もありますが、そうした精
神的・文化的蓄積も地域や個人によって大きく違います。同じ当事者の中すら場面で揺れ動
くことは、これまでの野生生物と社会の研究や実践の現場で明らかにされてきました。 
これらの特質は、問題解決において単一の手法や技術では対応しきれないことを示唆し

ます。ひとつの体系的な手法や技術のローカライズだけではなく、場面場面でそもそも違う
発想の手法や技術が求められることを含みます。 
  
3. シビアコンディションにおける問題解決のために 
 以上から、今後の野生生物と社会の問題解決は、切実なニーズを抱えつつもシビアコンデ
ィションの中で行われる現場が多数になることが予想されます。すなわち、十分な知見、十
分な予算、十分な人材といった条件がそろいにくく、「信頼できる科学的な知見を揃えて対
策を行う」というような従来考えられてきたような「正攻法」が現実には難しい現場が多発
するのではないでしょうか。 
 だからこそ、問題解決に資する自然と人の両面に対する「技術」は、一義的に決まるもの
ではありません。むしろ、現場現場において見いだされ、当事者の手によって社会の中で実
装されていく必要があります。そして、そこでもたらされる「解決」の妥当性そのものも当
事者目線から問いなおしていく必要があります。これが今後求められる専門的知見の姿、い
わば「適正な技術と社会実装」ではないでしょうか。 
これは、かつて途上国の開発援助などの現場で「適正技術」と呼ばれてきた概念や、最近

では「シビックテック」と言われるような概念に近いかもしれません。いずれも、科学と現
場の社会のなかで、当事者目線のあるべき技術を見出すという点が重視されています。学会
という公益性を考えれば、「野生生物と社会」学会は、そのための「技術」や解決のゴール
についての議論や蓄積、情報の発信、人材の交流を学会という開かれた場で行うこと（オー
プンイノベーション）が求められるでしょう。 
過去に 2 度行われたこの学会における将来構想による提言では、必ず実務者との連携の

重要性が示されてきました。この文脈に照らして言えば「実務者」とは、専門的な技術者と
いう意味だけでなく、現場の多様な状況の中で「野生生物と社会」の問題にかかりきりにな
れない市町村レベルの担当者や当事者にとっても資するような「知のプラットフォーム」が
求められているとも言えます。 
そのため、第 9期の「野生生物と社会」学会のアジェンダとして、シビアコンディション

を念頭に、「野生生物と社会」の適正な技術と社会実装をデザインすることを掲げ、これを
実現するためのアクションプランや実施向けて学会経営をしていきます。 


